
 

 

 

 

 

 

 

 

 令和２年11月5日、香川県で高病原性鳥インフルエンザが発生しました。国内の家きん飼養農場

での発生は、2年10ヶ月ぶりとなります。令和２年12月14日時点では、香川県のほか、福岡県、

兵庫県、宮崎県、奈良県、広島県、大分県、和歌山県、岡山県、滋賀県の10県26事例で発生が認

められ、殺処分された鶏は約300万羽を超えており、過去最大の殺処分羽数となっている状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成30年9月から続発的に国内で発生した豚熱（CSF）をはじめ、高病原性鳥インフルエンザ、

口蹄疫といった家畜伝染病の発生リスクを抑えるためには、飼養衛生管理基準の遵守が重要です。 

人、車両、物品、飼料や水、野鳥を含む野生動物等を介した飼養家畜への感染を防御すること、異

状が確認されたときには、直ちに連絡報告することが重要です。家畜の飼養者の皆様におかれまして

は、日々の多忙な業務の中、基準を遵守するためご尽力いただいているかと思いますが、今一度、農

場の飼養管理について再点検をお願いいたします。 

なお、益田地域（益田市、津和野町、吉賀町）における高病原性鳥インフルエンザの発生に備えて、

１２月１１日に関係機関と防疫連絡協議会を開催し、家畜防疫態勢について確認を行いました。 

 

 

 

 

長年の改良により付加価値が高まった黒毛和種などの家畜人工授精用精液・受精卵について、国

外への流出などの不適正な流通が近年発生し、我が国の畜産振興に重大な影響を及ぼしかねない事

態となっています。そのため家畜の改良増殖を継続的・効果的に促進する観点から、家畜人工授精 
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用精液・受精卵の適正な生産・流通・利用を確保する必要性が求められ、家畜改良増殖法の一部改

正及び家畜遺伝資源法が施行されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎家畜人工授精所で保管している家畜人工授精用の精液や受精卵でなければ、他人に譲渡はできませ

ん。（有償・無償にかかわらず） 

 

 

 

 

 

◎精液・受精卵生産事業者には精液等ストローに種雄牛名や採精日などの表示を行うことが義務付け

られ、家畜人工授精所には精液等の譲渡・譲受・廃棄・亡失をした時に記録簿に記録と、その記録

簿の10年間の保管が義務付けられました。 

 

◎毎年、家畜人工授精所の運営状況を都道府県知事に報告することが義務付けられました。また、開

設時の届出内容に変更・休止・廃止などが生じたときには、都道府県知事に届出を行うことが義務

付けられました。 

 

 

 記録 報告 

家畜人工授精所を開設している 

家畜人工授精師（または獣医師） 

家畜人工授精簿 

（授精台帳、年次別の授精成績表） 

譲渡等記録簿 

種付成績報告 

移植状況調査（移植成績報告） 

AI師等の現況報告 

授精所の運営状況報告 

自身の飼養している牛のみ人工授精 

 する家畜人工授精師（または獣医師） 

（家畜人工授精所を開設していない） 

家畜人工授精簿 

（授精台帳、年次別の授精成績表） 

種付成績報告 

移植状況調査（移植成績報告） 

AI師等の現況報告 

家畜受精卵を採取・生産している 

獣医師（又は家畜人工授精師） 

家畜人工授精簿 

（採取・生産に関する記録） 
採取・生産及び処理成績書 

不正利用 

 
 

国内利用を 

条件とする 

売買契約 

国内利用を条件とする 

売買契約 

国・県 

家畜人工授精所 
家畜遺伝資源生産事業者 

（家畜人工授精所） 

家畜人工授精所以外 

（ブローカー、農家） 

畜産農家 

（自家利用） 

家畜人工授精所 
容器（ストロー）への 

種雄牛名等の表示を義務化 
精液・受精卵の譲渡等記録 

を義務化 

家畜人工授精所に 
・業務状況の定期報告 
・休廃業の届出等  を義務化  

 

譲渡不可 
家畜人工授精所以外での 

保存・譲渡の禁止を明文化 

（違反によっては回収･廃棄命令） 
× 

× 

第三者の不正利用に対する 
差止請求、損害賠償等 

詐欺によるなど悪質な不正行為に対しては刑事罰を措置 

個人：10年以下の懲役、１千万円以下の罰金（併科可） 
法人：３億円以下の罰金 

青色：家畜改良増殖法の一部改正内容 

黄色：家畜遺伝資源法の措置内容 

新 

改正内容の概要 

家畜人工授精所A 家畜人工授精所Ｂ 

繁殖農家C【自家利用】 

 
農家、ブローカー等 

【家畜人工授精所以外】 

家畜人工授精所Ｄ 

繁殖農家Ｅ【自家利用】 
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新 

☆ 家畜人工授精師の記録・報告などのまとめ ☆ 



 

 

 今年もだんだんと寒くなっていますが、子牛の寒さ対策は

できていますか？子牛は体が小さく、体脂肪が少ないため、

成牛と比較して寒さに弱いと言われています。そのため、す

きま風が入らないように板を張ったり、床に敷料を多く敷き、

おなかが冷えないようにする必要があります。特に寒さに弱

い新生子牛の場合、ヒーターやカーフジャケットなどを用い

て、暖かい環境を整える等の対策をすることで子牛の発育不

良や死亡を抑えることができます。また、体力の低下してい

る新生子牛については、保温機を用いることにより、体温低

下を効率的に防ぐこともできます。 

高価な器具などを揃えなくても 100 円均一の店で購入できる物で安価に行える寒さ対策もありま

す。例えば、ネックウォーマーの利用や、ある程度の大きさの毛布（膝掛け）を子牛の体に巻き、ロ

ープで固定する簡単な方法でも保温効果は期待できます。これらの方法は安価にできるだけでなく、

濡れた時にはこまめに交換することができるという利点があります。自身の農場の飼養管理体制にあ

った寒さ対策を取り入れ、子牛を下痢などの病気から守りましょう。 

 

 

 

家畜の伝染性疾病の発生を予防するためには、家畜の所有者が日頃から適切な飼養衛生管理を実施

することが重要です。家畜伝染病予防法では、家畜の所有者が最低限守るべき基準「飼養衛生管理基

準」を定め、その遵守を義務づけています。 

今年、家畜伝染病予防法の改正に伴い、令和２年６月30日付けで飼養衛生管理基準の改正が公布

されました。豚等の基準は令和２年７月１日、その他の畜種は令和２年10月１日に施行されていま

す。一部の取組については、猶予期間が設定されています。主な改正点は次頁のとおりです。 

 当所からも、飼養衛生管理基準の遵守状況確認のために、農場に伺わせていただきます。変更点に

限らず、従来からある項目についても、引き続き遵守いただきますようよろしくお願いします。 

 

 

 

保温機 カーフジャケット、ネックウォーマーを着ている子牛 
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飼養衛生管理基準（本文）については、農林水産省ウェブサイトをご確認ください。「農林水産省 

飼養衛生管理基準」と検索すると確認できます。ご不明な点は当所までお問合せください。 

https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_shiyou/index.html 

ヒーターで体をあたためている子牛 
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飼養衛生管理基準の主な改正項目 

◎馬 
 
Ⅰ－１ 馬の所有者の責務を新設 

Ⅰ－３ 飼養衛生管理に係るマニュアル作成並びに従業員及び関係者への周知徹底を新設（令和４年２月） 

Ⅰ－６ 衛生管理区域の考え方を明確化 

Ⅱ－７、８、９ 衛生管理区域への立入時の人の消毒を追加 

Ⅱ－11、12 他の馬飼養施設等で使用した物品や、海外で使用した衣服等を衛生管理区域に持ち込む際の 

措置を新設 

Ⅲ－16 厩舎入口における伝播防止対策として、靴の消毒による方法に加え、専用の靴に履き替える方法を 

追加 

Ⅲ－18 飼養管理に不要な物品を厩舎に持ち込まないことを明文化 

Ⅲ－21 衛生管理区域内の整理整頓及び消毒の新設 

Ⅳ－24、26 衛生管理区域から退出する人の消毒、搬出する物品の消毒等を新設 

◎ 牛、水牛、鹿、めん羊、山羊 
 
Ⅰ－１ 家畜の所有者の責務を新設 

Ⅰ－３ 飼養衛生管理マニュアル作成並びに従業員及び関係者への周知徹底を新設（令和４年２月） 

Ⅰ－７、Ⅱ－14、Ⅱ－21 野生動物での家畜伝染病の感染確認による発生リスクの高まりへの追加措置を新設 

ア 野生動物での感染確認地域に立ち入った者の衛生管理区域への立入制限 

イ 安全な資材の利用 

Ⅰ－８ 衛生管理区域の考え方を明確化 

Ⅰ－９ 放牧制限の準備について新設（令和３年10月） 

Ⅰ－11 愛玩動物の飼育禁止を新設 

Ⅱ－16、17 衛生管理区域入口での更衣及び車両の乗降の際の交差汚染防止措置を追加 

Ⅲ－24 畜舎入口における伝播防止対策として、靴の消毒による方法に加え、専用の靴に履き替える方法を追加 

Ⅲ－29 ねずみ及び害虫の駆除について新設 

Ⅲ－30 衛生管理区域内の整理整頓及び消毒の新設 

Ⅳ－35 衛生管理区域から搬出する物品の消毒等を新設 

◎鶏、あひる（マガモ、ガチョウ、アイガモ、フランスガモ）、うずら、きじ（ヤマドリ）、

だちょう（エミュー）、ほろほろ鳥、七面鳥 
 
Ⅰ－１ 家きんの所有者の責務を新設 

Ⅰ－３ 飼養衛生管理に係るマニュアル作成並びに従業員及び関係者への周知徹底を新設（令和４年２月） 

Ⅰ－７ 衛生管理区域の考え方を明確化 

Ⅰ－９ 愛玩動物の飼育禁止を新設 

Ⅱ－14、15 衛生管理区域入口での更衣及び車両の乗降の際の交差汚染防止措置を追加 

Ⅲ－24 家きん舎以外の飼料保管庫、堆肥舎等への野鳥等の侵入防止措置を追加（令和３年１０月） 

Ⅲ－27 衛生管理区域内の整理整頓及び消毒を新設 

Ⅳ－32 衛生管理区域から搬出する物品の消毒等を新設 

◎豚、いのしし 
 
Ⅰ－１、５ 管理者を飼養衛生管理者に修正 

Ⅰ－３ 飼養衛生管理に係るマニュアルに野生動物の衛生管理区域内への侵入防止を追加（令和３年４月） 

Ⅰ－７ 大臣指定地域の対処疾病を明記 

Ⅰ－９ 畜舎を、家畜を収容できる避難用の設備に修正（令和３年４月） 

Ⅱ－21 飼料安全法に基づくことを明記（令和３年４月） 

Ⅲ－29 大臣指定地域に指定された場合の放牧場における取組を追加 
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